
【当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている

保険医療機関です。】 

 
●入院基本料金に関する事項 

1. 当院は、厚生労働大臣が定める基準により看護を行っている保険医療機関で

す。 

2. 当院の一般病棟は、同基準７対１の看護体系で行っております。 

3. 当院の地域包括ケア病棟は、同基準の看護体系で行っております。 

 

●入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管

理体制に関する事項 

 当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者様に関す

る治療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労

働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理

体制の基準を満たしております。 

 

●明細書発行体制に関する事項 

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点

から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で

発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が

記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計

を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方

は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

 

●DPC対象病院に関する事項 

 当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計

算する“DPC対象病院”となっております。 

 

●看護に関する事項上記１－（２）による、当院の看護要員は、入院患者様 7

人に対し看護師・準看護師を含めて１人以上の勤務となっております。また、

入院患者様２５人に対し、１人以上の看護補助者を配置しております。 

 

●保険医療機関の従業員以外の者による看護に対する事項 

1. 当院は、一般病棟入院基本料７対１および地域包括ケア病棟入院料による看

護を行っている保険医療機関ですので患者様の負担による付添看護は認め

ておりません。 

2. 当院では、患者様の症状等により医師の許可を得て、ご家族等患者様の負担

によらない者が付き添うことは差し支えありませんが、これが看護師等の看

護を代替し、又は看護力の補助とならないようにしておりますのでご了解く

ださい。 

3. 家政婦等有料付添は認められておりませんので、ご了承ください。 

 



●入院時食事療養費に関する事項 

当院は入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士に

よって管理された食事を適時（夕食については原則午後6時以降）、適温で提供

しています。 

 

●東海北陸厚生局長への届出事項に関する事項 

当院は次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。 

 
◇基本診療料の届出  

○医療ＤＸ推進体制整備加算 ○地域歯科診療支援病院歯科初診料 

〇歯科外来診療医療安全対策加算2 〇歯科外来診療感染対策加算3 

○一般病棟入院基本料 〇救急医療管理加算 

○医師事務作業補助体制加算2 ○診療録管理体制加算1 

〇看護職員夜間配置加算 ○急性期看護補助体制加算 

○療養環境加算 ○重症者等療養環境特別加算 

○栄養サポートチーム加算 ○患者サポート体制充実加算 

○医療安全対策加算1 〇感染対策向上加算1 

〇褥瘡ハイリスク患者ケア加算 ○入退院支援加算1 

〇病棟薬剤業務実施加算1 ○後発医薬品使用体制加算1 

○データ提出加算2 〇病棟薬剤業務実施加算2 

〇認知症ケア加算 〇重症患者初期支援充実加算 

○術後疼痛管理チーム加算 〇せん妄ハイリスク患者ケア加算 

 〇地域医療体制確保加算 ○特定集中治療室管理料5 

○小児入院医療管理料5  

○地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 

〇入院時食事療養／生活療養（Ⅰ） 

  

◇特掲診療料の届出  

○歯科治療時医学管理料  〇婦人科特定疾患治療管理料 

○心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 

○外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 

○在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注 2 

○糖尿病合併症管理料 ○がん性疼痛緩和指導管理料 

○がん患者指導管理料イ ○がん患者指導管理料ロ 



○がん患者指導管理料ニ ○下肢創傷処置管理料 

○糖尿病透析予防指導管理料 〇小児運動器疾患指導管理料 

○二次性骨折予防継続管理料1 ○二次性骨折予防継続管理料2 

○二次性骨折予防継続管理料3 ○外来腫瘍化学療法診療料1 

〇小児科外来診療料 〇連携充実加算 

〇院内トリアージ実施料 

○夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 

○ニコチン依存症管理料 〇開放型病院共同指導料 

○がん治療連携指導料 ○肝炎インターフェロン治療計画料 

○薬剤管理指導料 ○医療機器安全管理料１ 

○在宅療養後方支援病院 〇睡眠時歯科筋電図検査 

○持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプと連動する持続測定器を 

 用いる場合）及び皮下連続式グルコース測定 

○検体検査管理加算（Ⅰ） ○検体検査管理加算（Ⅳ） 

○心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 

〇時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト 

○ＢＲＣＡ1／2遺伝子検査 ○小児食物アレルギー負荷検査 

○抗悪性腫瘍剤処方管理加算 ○ＣＴ透視下気管支鏡検査加算 

〇遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 

○無菌製剤処理料 ○外来化学療法加算１ 

○ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

○心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 

○脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

○運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

○呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）  

○がん患者リハビリテーション料 

○歯科口腔リハビリテーション料2 〇口腔粘膜処置 

〇口腔粘膜血管腫凝固術 ○手術用顕微鏡加算 

○人工腎臓 ○導入期加算１ 

○透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 

○下肢末梢動脈疾患指導管理加算 〇レーザー機器加算 

○ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー 

○後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの） 



○椎間板内酵素注入療法  

○脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 

〇乳癌センチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検（単独） 

〇経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの） 

○ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

○ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（リードレスペースメーカー） 

〇大動脈バルーンパンピング法（IABP 法） 

○早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 〇ストーマ合併症加算 

○医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 

○輸血管理料Ⅰ ○輸血適正使用加算 

〇人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 ○周術期薬剤管理加算 

○歯根端切除手術の注3 ○麻酔管理料（Ⅰ） 

○保険医療機関間の連携による病理診断 ○クラウン・ブリッジ維持管理料 

○摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 

○再製造単回使用医療機器使用加算  

○HPV核酸検出及びHPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） 

〇看護職員処遇改善評価料61 〇入院ベースアップ評価料90 

〇外来・在宅ベースアップ評価料 〇歯科外来・在宅ベースアップ評価料 

 

 
●医科点数表第2章第10部手術の通則の5（歯科点数表第2 章第9部手術の

通則4を含む。）及び6に掲げる手術 

◇令和6年1月～令和6年12月の実績 

【区分1に分類される手術】 

ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 10件 

イ 黄斑下手術等 0件 

ウ 鼓室形成手術等 0件 

エ 肺悪性腫瘍手術等 0件 

オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 64件 

【区分2に分類される手術】 

ア 靱帯断裂形成手術等 0件 

イ 水頭症手術等 3件 

ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0件 

エ 尿道形成手術等 0件 

オ 角膜移植術 0件 

カ 肝切除術等 16件 



キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 0件 

【区分3に分類される手術】 

ア 上顎骨形成術等 0件 

イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 0件 

ウ バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） 0件 

エ 母指化手術等 0件 

オ 内反足手術等 0件 

カ 食道切除再建術等 0件 

キ 同種死体腎移植術等 0件 

【区分4に分類される手術】 

胸腔鏡又は腹腔鏡を用いた手術 168件 

【その他区分】 

ア 人工関節置換術 0件 

イ 乳児外科施設基準対象手術 0件 

ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 41件 

エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないものを含む） 

 及び体外循環を要する手術 0件 

オ 経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞に対するもの） 17件 

 経皮的冠動脈形成術（不安定狭心症に対するもの） 16件 

 経皮的冠動脈形成術（その他のもの） 57件 

 経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの） 17件 

 経皮的冠動脈粥腫切除術 0件 

 経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの） 21件 

 経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの） 13件 

 経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの） 27件 

※上記手術及び件数は、厚生労働省指定のものについて掲示しております。 

 当院の手術及び件数はこの限りではありません。 

 

 

●保険外併用療養費に関する事項 

1. 特別の療養環境の提供（個室使用料） 

当院では、患者様の要望に従い特別の療養環境の提供を行う場合は、次の【特

別の療養環境に関する事項について】のとおりの費用の負担をお願いしており

ます。 

 

特別療養環境に関する事項について 

種別 病床数 部屋番号 部屋数 
料金（一日） 

※税込 

特別室 １床 １２２２、１２２３ 全２室 ３５,２００円 



個室Ａ １床 

１２１２、１２１３、１２１５、 

１２１６、１２１７、１２１８、 

１２２０、１２２１ 

全８室 

 

１７,６００円 

個室Ｂ １床 

１２０１、１２０２、１２０３、 

１２２５、１２２６、１２２７、 

１２２８、１２３０ 

１１０１、１１０２、１１１８、 

１１２０、１１２１、１１２２、 

１１２３ 

９０１、 ９０２、 ９０６、 

９２０、 ９２１、 ９２２、 

９２３、 ９２５ 

８０１、 ８０２、 ８０６、 

 ８２０、 ８２１、 ８２２、 

８２３、 ８２５ 

７０１、 ７０２、 ７２０、 

７２１、 ７２２、 ７２３、 

７２５ 

６０１、 ６０２、 ６０６、 

６２２、 ６２３、 ６２５、 

６２６、 ６２７ 

全４6室 １６,５００円 

個室C １床 

 ６０３、 ７０３、 ８０３、 

 ９０３、１００１、１００２、 

１００３、１００５、１００６、 

１０２０、１０２１、１０２２、 

１０２３、１１０３ 

全 14室 ９,９００円 

3人室 ３床 

１１０６、１１１７、 ９０７、 

 ９１８、 ８０７、 ８１８ 

６０７、 ６１０、 ６１５ 

全１１室 １,６５０円 

     

 

２.初診・再診に係る特別の料金  

他の保険医療機関等からの紹介によらず、当院に直接来院した場合について

は、初診に係る特別の料金として7,700円を徴収させていただきます。ただし、

緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関等からの紹介によらず

来院した場合は、この限りではありません。また、再診患者さんの中で病状が

安定し、診療所への紹介を受けた患者さんが、かかりつけ医の紹介なしに再受

診された場合、あるいはかかりつけ医への紹介を当院より申し出たが、引き続

き当院にて診察を希望された場合につきましては、再診に係る特別の料金とし

て3,300円を徴収させていただきます。この費用は、病院と診療所の機能分担

を推進する観点から、自己の選択に係るものとしてその費用を徴収することが

できると定められたものです。 

 



3.入院期間が180日を超える場合の費用 

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっ

ては健康保険からの入院基本料15％が病院に支払われません。この場合、180

日を超えた日からの入院料が選定療養対象となり、１日につき2,722円を患者

さんより徴収させていただきます。この費用は、入院医療の必要性が低いが患

者さん側の事情により長期にわたり入院している方への対応を図る観点から、

自己の選択に係るものとしてその費用を徴収することができると定められたも

のです。 

4.診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて行う診療の料金 

患者さんの要望に従い、患者さんの自己の選択に係るものとして診療報酬の

算定方法に規定する回数を超えて行う診療を行う場合は、下記の料金を徴収さ

せていただきます。 

【腫瘍マーカー】 

癌胎児性抗原（ＣＥＡ） 1,782円 

α-フェトプロテイン（ＡＦＰ） 1,815 円 

前立腺特異抗原（ＰＳＡ） 2,211円 

ＣＡ19-9 2,211円 

【リハビリテーション】 

運動器リハビリテーション料 3,053円 

心大血管疾患リハビリテーション料 3,383円 

脳血管疾患等リハビリテーション料 3,300円 

廃用症候群リハビリテーション料 2,409 円 

呼吸器リハビリテーション料 2,887円 

 

●保険外負担に関する事項 

当院では証明書・診断書料、紙おむつ代、病衣貸与料などにつきまして、「保

険外負担について」のとおり、その使用量、利用回数に応じた実費の負担を

お願いしております。 

なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」

や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用

の徴収は、一切行っておりません。 

保険適用外診療につきましては、１点単価：15 円とさせていただきます。 



●保険外負担等について 

項目 金額 

付添寝具（1日につき） \253 

死後処理 \5,500 

私物洗濯料（1ネット分） \550 

面談料 \5,500 

コピー料 ※1枚あたり \15 

画像データＣＤ・患者希望 ※ＣＤ1枚あたり \1,100 

セカンドオピニオン  \16,500 

人工授精 \11,000 

妊娠反応検査 \3,000 

超音波Bスコープ（保険適用外） \2,000 

新生児難聴覚スクリーニング検査 \9,350 

血液型（ABO＋Rh）検査 \3,940 

ID カード再発行 \330 

テレビカード（1枚） \1,000 

寝間着 \1,453 

LFSクイックセンサー（25枚入） \1,441 

メディセーフフィットチップ MS-FCO \3,888 

ファインタッチプロ MS-NP30 30 \648 

ワンタッチ針（25本入り） \256 

文書料（1通につき） 

項目 料金 項目 料金 

普通診断書 \3,300 更生・育成診断書 \2,750 

精密診断書 ￥5,500 領収証明書 \1,650 

年金診断書 \5,500 自賠責後遺症診断書 ￥5,500 

身体障害者診断書 \5,500 老健施設入所診断書 \3,300 

生命保険診断書 \6,600 その他証明書（１）簡単 \1,100 

入院・通院証明書 \1,650 その他証明書（２）複雑 \3,300 

心臓区分管理表 \1,650 その他文書（1） ￥1,650 

死亡診断書 \4,400 その他文書（2） \2,200 

特定疾患診断書（初回） \5,500 その他文書（3） ￥5,500 

特定疾患診断書（継続） \4,400   

カルテ開示 

項目 金額 

基本料金 \3,300 

診察経過の要約書類 \5,500 

フィルムコピー料（デュープ）※フィルム１枚あたり \1,100 

カルテ・検査結果コピー料 ※１枚 \22 

紙おむつ（1枚あたり）等 

項目 金額 



オムツＭサイズ（テープ） ￥138 

オムツＬサイズ（テープ） ￥161 

オムツＭサイズ（パンツ） ￥131 

オムツＬサイズ（パンツ） ￥147 

尿取りパット ￥35 

コロバン ￥330 

半袖Ｔシャツ（Ｍサイズ・Ｌサイズ） ￥1,320 

長袖Ｔシャツ（Ｍサイズ・Ｌサイズ） ￥1,870 

Ｍサイズ パンツ ￥2,640 

Ｌサイズ パンツ ￥3,080 

サンダル（男性用・女性用） ￥1,100 

 


